
 

令和元年度第１回淀川区廃棄物減量等推進員

連合代表者会議を開催！ 
 

 令和元年 8 月２日（金）、淀川 

区役所 5 階５０１会議室におい 

て淀川区廃棄物減量等推進員連 

合代表者会議を開催しました。 

会議では、「第７回ガレージセ 

  ール」開催日時を１１月９日（土） 

１１時～１５時とする事、各連合か 

ら３名従事する事が決定されました。 

（従事時間は９時３０分～１５時） 

                         《会議の様子》 

また、ガレージセール当日のイベントとして、パッカー車乗車体験、ミニ消防車撮影会、 

  リサイクル工作教室（エコバック絵付け教室、缶バッジ作成教室）と今年度新たな取り組み 

  として、フードドライブ（詳しくは裏面を参照。）の実施について、承認されました。 

    

                 今後のスケジュール 

    大阪城エコフェスティバル 

「ガレージセール・イン・OSAKA・TOWN」１０月１２日（土）開催。 

（今年度は三国連合から２名従事をお願いしております。） 

廃棄物減量等推進員施設見学会     令和２年１月～３月開催予定 

（行先としてプラスチックの処理関係施設の提案がありました。） 

廃棄物減量等推進員学習会       令和２年１月～３月開催予定 

（詳細につきましては、第２回廃棄物減量等推進員連合代表者会議で協議予定。） 
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フードドライブ対象品目 

・未開封のもの。 

・常温保存できるもの。 

・賞味期限が 1月以上残っているもの。 

具体例 

・お米（白米、玄米、アルファ米 など） 

・乾麺類（パスタ、そうめん など） 

・缶詰、レトルト食品、インスタント食品 など 

・のり、お茶漬け、ふりかけ など 

・調味料（醤油、ソース、食用油、味噌 など 

・粉ミルク、離乳食、お菓子 など 

・みりん、料理酒 など 

引き取りができない食品 

・賞味期限が切れている食品 

・賞味期限の記載がない食品 

・賞味期限が 1か月を切れている食品 

・開封されている食品 

・生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜 など） 

・アルコール類（ビール、日本酒、焼酎、ワイン など） 

食品ロスや生ごみの発生を抑制する取り組みの

一つとしてフードドライブに取り組んでいきます。 

フードドライブとは？ 
 

フードドライブを実施します！ 

皆様方からの 

ご提供をお願い

します！！ 

 

ご家庭で余った食品を持ち寄り、必要とされている方

や社会福祉施設に寄付をする事です。 

 


